
  千葉県労働委員会宛 署名　 ＪＲ東日本は国鉄１０４７名解雇撤回・団体交渉に応じよ！

最高裁決定に基づき団交開催・解雇撤回の決定を

（署名の送付先および問い合わせ先）

国鉄分割・民営化に反対し、１０４７名解雇撤回闘争を支援する全国運動
国鉄千葉動力車労働組合（動労千葉）
　　〒２６０―００１７千葉市中央区要町２－８ＤＣ会館
　　電話０４３（２２２）７２０７  FAX０４３（２２４）７１９７  メール doro-chiba@doro-chiba.org

　国鉄千葉動力車労働組合（動労千葉）組合員のＪＲ
不採用をめぐる東京高裁判決は、２０１５年６月３０
日付最高裁判所決定により確定しました。高裁判決は、
「国鉄は、分割・民営化に反対する労働組合に所属す
る組合員を差別し、不利益に取り扱う目的、動機（不
当労働行為意思）の下に名簿不記載基準を策定し、動
労千葉組合員をＪＲ東日本の採用候補者名簿に記載し
なかったと推認するのが相当」「（ＪＲに）採用された
可能性は相当程度あった」として、国鉄当局の不当労
働行為を明確に認めました。

　この名簿不記載基準の作成を指示したのは、新会社
（ＪＲ）設立委員長である斎藤英四郎です。国鉄総裁
室長（当時）で、後にＪＲ西日本会長となった井手正
敬が語っています。１９８７年２月１２日の第３回Ｊ
Ｒ設立委員会は、この不記載基準を正式に決定しまし
た。国鉄改革法２３条５項は、職員の採用について「Ｊ
Ｒ設立委員の行為はＪＲの行為」と規定されています。
不当解雇の法的責任はＪＲ東日本にあります。

　しかし、ＪＲ東日本は団体交渉の申し入れを拒否し
ています。解雇撤回・ＪＲ採用に向けて団体交渉に応
じる救済命令を出すよう強く要請します。
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